
 

  

３ Ａ型肝炎 

（１）定義 

Ａ型肝炎ウイルスによる急性ウイルス性肝炎である。 

（２）臨床的特徴 

主たる感染経路は、汚染された食品や水などを介した経口的な感染である。潜伏期間は平

均４週間である。感染期間は、ウイルスが便に排泄される発病の３～４週間前から発症後数

か月にわたる。主な臨床症状は発熱、全身倦怠感、食欲不振で、黄疸、肝腫大などの肝症状

が認められる。一般に予後は良く、慢性化することはないが、まれに劇症化することがある。

小児では不顕性感染や軽症のことが多い。特異的な治療法はなく、対症療法が中心となる。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からＡ型肝炎が疑わ

れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Ａ型肝炎患者と診断した場合には、法第

１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、Ａ型肝炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定

による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Ａ型肝炎が

疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、Ａ型肝炎により死亡したと判断した

場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、Ａ型肝炎に

より死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけれ

ばならない。 

検査方法 検査材料 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 血液、便 

ＩｇＭ抗体の検出 血清 

 


